
中
園
の
行
政
直
劃
と
し
て
の
闘
の
起
源

中
園
の
行
政
匡
劃
名
に
固
と
絹
ナ
る
も
の
が
多
く
現
わ
れ
る
の
は
、

明
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
顧
炎
武
の
日
知
録
巻
二
十
二
、

固
に
、内

木
時
の
登
科
鋒
に
は
、
必
や
ノ
某
豚
・
某
郷
・
某
皇
の
人
と
書
ナ
。

粛
山
勝
志
に
日
く
、
郷
を
改
め
て
都
と
な
し
、
塁
を
改
め
て
圃
と

な
ナ
は
、
元
よ
り
始
る
と
。
嘉
定
勝
志
に
日
く
、
圃
は
即
ち
里
な

り
。
呈
と
日
わ
や
ノ
し
て
固
と
日
う
は
、
呈
ど
と
の
冊
籍
に
は
首
に

一
圃
を
列
ナ
る
を
以
て
、
故
に
名
歩
け
て
固
と
日
う
と
。
と
れ
な

り
。
今
、
俗
に
省
い
て
量
に
つ
く
る
。
謝
少
漣
が
毅
志
を
作
つ
マ

乃
ち
日
く
、
最
は
音
は
部
、
左
俸
に
都
都
を
し
て
章
あ
ら
し
む
と

あ
る
は

(FaJ紘
一
一
一
)
、
即
ち
そ
の
名
を
立
フ
る
の
始
め
な
り
と
。

其
の
読
は
撃
て
る
な
り
。
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一
塁
ど
と
に
一
冊
籍
に
し
て
そ
の
始
め
に
一
里
の
圃
を

掲
げ
て
あ
る
か
ら
、
星
の
行
政
直
劃
を
ば
固
と
も
絹
ナ
と
し
て
い
る
。

と
説
明
し
、

骨

我

静

雄

音E

且
又
粛
山
勝
志
に
こ
れ
は
元
時
代
よ
り
始
る
と
あ
る
を
引
用
し
て
h

る
。
青
山
鯨
志
は
明
の
嘉
靖
三
十
六
年
に
林
策
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ

た
嘉
靖
粛
山
鯨
志
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
と
の
書
を
見
る
と
と

が
出
来
な
い
か
ら
何
と
も
言
え
な
い
。
朱
土
嘉
が
撰
せ
る
中
園
地
方

志
綜
録
に
よ
る
と
、
嘉
靖
粛
山
鯨
志
は
漸
江
省
の
天
一
閣
に
撤
さ
れ

て
居
る
由
で
あ
る
。

ζ

の
里
と
は
明
の
行
政
直
劃
で
あ
る
塁
甲
制
の

皇
の
ζ

と
で
あ
る
。
皇
甲
に
つ
い
て
は
明
太
租
洪
武
賞
録
巻
一
百
一
一
一

十
五
、
洪
武
十
四
年
(
ト
一
一
一
)
正
月
の
僚
に
、

こ
の
月
、
天
下
の
郡
勝
に
命
じ

τ、
賦
役
黄
冊
を
編
せ
し
む
。
そ
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の
法
は
一
百
一
十
戸
を
以
て
塁
と
な
ナ
。

一
里
の
中
、
丁
棋
の
多

い
者
を
推
し
て
と
れ
が
長
と
な
し
、
徐
の
百
戸
を
十
甲
と
念
ナ
。

甲
ほ
凡
て
十
人
。
歳
に
塁
長
一
人
、
甲
首
十
人
を
役
し
て
一
塁
の

乙
と
を
管
揖
a

せ
し
む
。
城
中
を
坊
と
日
い
、
城
に
近
き
を
廟
と
日

ぃ
、
郷
都
を
里
と
日
う
。
凡

τ十
年
に
一
周
し
、
先
後
は
則
ち
各
主
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丁
棋
の
多
寡
を
以
て
次
を
な
ナ
。
呈
と
と
に
編
し
て
一
冊
と
な
し
、

冊
の
首
に
総
て
一
圃
を
つ
く
る
。
云
云
。

と
あ
る
。
郷
村
で
は
賦
役
を
催
課
ナ
る
た
b
k
百
十
戸
を
以
て
一
里

と
し
、
そ
の
中
、
十
戸
を
以
て
塁
長
戸
と
し
、
残
り
の
百
戸
を
以
て

十
戸
と
と
の
十
甲
に
分
け
、
星
ど
と
に
一
冊
の
帳
に
編
し
て
そ
の
第

一
頁
の
所
に
地
圃
を
載
ぜ
る
と
あ
る
。

上
記
の
日
知
鋳
K
は
、
嘉
定
鯨
志
を
引
用
し
て
、
こ
の
皇
の
編
冊

の
初
め

K
圃
が
必
歩
あ
る
ζ

と
か
ら
、
星
を
聞
と
も
稿
ナ
と
述
べ
て

居
る
が
、

ζ

の
嘉
定
鯨
志
は
寓
勝
三
十
三
年
に
重
修
さ
れ
た
蔦
暦
嘉

定
鯨
志
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

ζ

の
警
は
前
田
家
の
争
経
閣
文
庫

「
園
町
星
也
、

不
ν
臼
ν
星
而

に
あ
り
、
同
警
の
巻
一
郷
都
の
所
に
は

日
ν

園
者
、
以
畠
毎
呈
冊
籍
、
首
列
二
圃
-
、
故
名
目
v
圃
」
と
見
え
て
居

る
。
こ
の
よ
う
な
と
と
は
高
暦
嘉
定
鯨
志
以
外
の
地
志
に
も
見
え
て

居
る
。
例
え
ば
寓
暦
松
江
府
志
巻
九
郷
保
鎖
市
に
は
、

府
界
は
十
三
郷
な
り
。
前
志
K
は
、
郷
の
次
に
は
保
あ
り
、
村
あ

り
、
里
あ
っ
て
、
星
の
民
を
統
ぷ
る
は
衆
し
。
今
は
則
ち
保
あ
り
、

直
あ
り
、
.
圃
あ
フ

τ、
圃
は
一
呈
と
な
し
、
塁
の
民
を
統
ぷ
る
は

寡
し
。

と
一
言
い
、
高
暦
郁
武
府
志
巻
二
塁
圃
に
も
亦
、

一
百
一
十
戸
を
固
と
な
ナ
、
圃
は
十
戸
を
推
し
て
一
塁
の
長
と
な

し
、
塁
は
一
百
戸
を
統
べ
て
十
甲
の
首
と
な
る
。

と
述
べ
、
嘉
定
牒
志
と
同
様
な
と
と
を
述
べ
て
居
る
。

明
で
星
甲
制
が
定
b
ら
れ
て
百
十
戸
を
以
て
一
塁
と
ナ
る
戸
を
組

合
せ
て
の
行
政
直
劃
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
洪
武
賓
錬
に
よ
れ
ば
上

述
の
如
く
太
組
洪
武
十
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
戸
を
組
合
せ
て
星
と

稽
ナ
る
行
政
匿
劃
を
造
る
こ
と
は
唐
及
び
そ
れ
以
前
に
既
に
行
わ
れ
、

唐
で
は
百
戸
を
以
て
一
塁
と
し
、

五
里
五
百
戸
を
以
て
一
郷
と
し
て

い
た
。
し
か
し
唐
も
末
期
に
近
歩
く
に
つ
れ
て
戸
の
組
合
せ
は
段
々
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と
山
刷
れ
て
行
き
、

五
代
の
動
観
を
鰹
て
宋
に
な
る
と
、

最
早
や
戸

を
組
合
せ
て
の
郷
里
制
は
行
わ
れ
歩
、
郷
を
単
位
に
し
て
星
は
そ
の

こ
あ
ざ

小
字
と
な
フ
た
所
の
地
域
的
な
郷
皇
制
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

宋
初
の
制
度
で
は
郷
に
塁
正
・
戸
長
・
郷
書
手
・
者
長
・
社
丁
な
と

の
郷
職
が
設
け
ら
れ
て
、

一
郷
の
各
般
の
行
政
に
嘗
り
、

そ
の
郷
の

上
に
鯨
・
州
・
路
な
と
が
位
し
た
。
皇
正
・
戸
長
・
郷
書
手
は
郷
の

催
税
に
蛍
り
、
曹
長
は
仕
丁
を
率
い
て
郷
の
治
安
維
持
に
嘗
っ
た
が
、

仁
宗
の
至
和
二
年
(
ト
叩
)
に
韓
埼
の
上
奏
に
よ
っ
て
呈
正
は
蔵
さ

れ
て
、
そ
れ
以
後
は
戸
長
が
専
ら
催
税
に
任
ナ
る
よ
う
に
な
っ
た

(
鰍
純
一
諸
鳩
一
長
)
。
そ
の
後
、
榊
宗
の
代
に
な
っ
て
王
安
石
が
登
場
し
、



ぎ
誌
を
創
め
る
や
、
そ
の
一
環
と
し
て
照
寧
三
年
(
お
)
に
保
甲

法
が
護
布
さ
れ
、

ζ

の
法
は
初
め
は
十
戸
を
一
保
と
し
、
五
保
五
十

戸
を
↓
大
保
と
し
て
大
保
長
一
入
学
}
置
き
、
十
大
保
五
百
戸
を
一
都

保
と
し
て
都
保
正
一
人
、
副
保
正
一
人
を
置
い
て
治
安
を
維
持
す
る

を
目
的
と
し
て
い
た
が
、
間
も
な
く
五
戸
一
保
、
二
十
五
戸
一
大
保
、

二
百
五
十
戸
一
都
保
の
組
合
せ
と
な
り
、
軍
事
目
的
を
も
帯
び
る
よ

う
に
な
っ
た
。
但
し
軍
事
目
的
を
持
っ
た
の
は
主
と
し
て
開
封
府
界

及
び
北
と
北
西
方
面
の
保
甲
で
る
っ
た
。

防
犯
及
び
軍
事
を
目
的
に
造
ら
れ
た
保
甲
法
は
次
第
に
郷
里
制
に

輔
氏
化
し
て
行
っ
た
。
と
れ
は
保
甲
の
職
役
で
あ
る
都
保
一
正
・
副
保
正

は
者
長
の
職
を
つ
と
め
、
大
保
長
は
戸
長
の
職
を
つ
と
め
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
保
正
が
差
出
さ
れ
る
都
保
や
、
大
保
長
が

出
る
大
保
か
ら
、
普
通
は
都
や
保
と
稿
す
る
行
政
匡
劃
名
が
郷
や
塁

や
村
の
外
に
新
た
に
生
れ
出
た
。
こ
れ
は
専
ら
南
宋
に
な
っ
マ
か
ら

で
あ
る
P

し
か
し
こ
の
玉
安
石
が
創
め
た
保
甲
法
は
、
菊
栄
頃
に
な

る
と
最
早
や
多
く
は
戸
を
組
合
せ
て
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

南
宋
で
は
戸
を
組
合
せ
て
の
防
犯
等
を
目
的
と
ナ
る
新
た
な
保
甲
法
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や
保
伍
法
が
別
に
各
地
に
生
れ
出
た
。

王
安
石
の
保
甲
法
か
ら
褒
生
し
た
都
や
保
と
絹
ナ
る
直
劃
名
は
、

宋
の
次
の
一
克
に
継
承
さ
れ
、
更
に
明
に
至
っ
た
が
、
明
で
は
新
た
に

文
上
述
の
如
く
戸
を
組
合
せ
て
の
塁
甲
制
に
よ
る
旦
と
栴
ナ
る
行
政

匿
劃
を
造
っ
た
の
で
あ
る
。
里
甲
制
の
皇
が
設
け
ら
れ
て
も
、
奮
来

の
郷
皇
制
の
名
残
り
で
あ
る
星
も
存
在
し
た
。
名
稗
が
同
一
で
あ
っ

τ、
而
も
内
容
が
異
な
る
も
の
が
こ
っ
共
に
同
じ
郷
村

K
存
在
す
る

か
ら
、
頗
る
紛
ら
わ
し
い
次
第
で
あ
り
、
よ
っ
て
こ
の
紛
ら
わ
し
さ

を
避
け
る
た
砂
に
、
星
甲
の
里
を
ば
聞
、
郷
里
制
の
星
を
ば
奮
星
と

か
単
に
旦
と
か
縛
し
て
、
殊
更
に
区
別
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
ζ

と
は
嘉
錆
上
海
豚
志
巻
一
郷
保
村
里
附

K 
郷は

先
保，、ナ
十初
五担う

に
匝
ノ、

十
五

圃

百
九
十
八
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と
あ
っ
て
、
郷
・
保
・
匡
・
圃
の
総
数
を
述
べ
、
次
に

長
人
郷
一
作
品
長
仁

d

、
勝
南
九
一十
里
、
十
六
保
至
三
一
十
一
保
-
附
ν
器
摘
、
管
区

鳳

来

思

政

と
記
載
し
て
居
り
、
高
暦
松
江
府
志
巻
九
郷
保
鎮
市
に
も
、

風
速
郷
西
南
六
十
豆
、
一
二
三
保
隷
v

斎
、
管
匪
七
・
園
七
十
一
、

奮
里
三

長
人

持
軍

高
陽

村
十

水
潰

太
卒

奮
皇
三

風
笹

養
民

徐
移

村
八

永
康

曲
塘

白
鶴

戴

(
下
略
)

(
下
略
)
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い
十
れ
も
塁
甲
制
の
里
は
園
、
郷
里
制
の
畏
は
蓄

呈
と
稽
し
て
居
hv
、
文
寓
暦
巌
州
府
志
巻
三
郷
都
村
市
附
に
は
、

と
あ
る
と
と
く
、

建
徳
賂
郷
九
、

烏
格
市
在
=
瞬
西
二
十
五
里
一
、

自
v

城
至
二
都
-
矯
-
一
買
繍
郷
一
、
皇
一
二
、

息
好
里
豊
稔
皇

買
剣
里

共
十
一
園
、

自
=
二
都
一
至
-
両
一
都
一
魚
=
新
亭
郷
一
、
里
五
、

仁
愛
里

余
鋪
里

仁
盟
里

恵
召
星

孝
弟
里

共
二
十

圃
、
(
下
略
)

と
あ
っ
て
、

と
れ
は
郷
里
制
の
星
は
単
に
里
、
里
甲
制
の
皇
は
固
と

稗
し
て
居
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
里
甲
制
の
里
を
ば
殊
更
に
固
と
稽
ナ

る
理
由
が
窺
い
得
ら
れ
る
。

明
に
於
い
て
呈
甲
制
の
皇
が
闘
の
名
稿
で
呼
ば
れ
て
一
般
に
用
い

ら
れ
、
更
に
そ
れ
が
滑
に
も
及
ん
で
行
っ
た
と
と
は
、
明
清
時
代
の

諸
文
献
に
多
く
見
え
て
い
る
。
文
近
頃
の
清
水
盛
光
氏
や
小
畑
龍
雄

氏
な
ど
の
研
究
に
は
、
よ
く
こ
の
こ
と
に
鰯
れ
ら
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
小
畑
龍
雄
氏
の
山
口
大
挙
文
皐
禽
誌
第
六
巻
第
二
慌
に
載
せ
ら

れ
た
「
官
圃
・
儒
圃
・
信
圃
・
軍
圃
等
に
つ
い
て
」
な
と
は
ζ

の
圃

を
専
ら
取
扱
っ
た
も
の
で
る
る
。

里
甲
制
は
明
初
に
始
っ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
里
甲
制
の
里
を
ば

そ
れ
を
記
載
し
た
帳
籍
の
初
め
に
圃
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
圃
と
も

稿
ナ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
倣
ナ
・
な
ら
ば
、
里
町
圃
は
明
よ
り
始
る

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
日
知
録
が
引
く
帯
山
田
脚
志
に
と

れ
ば
元
よ
り
始
る
と
言
う
の
は
誤
り
の
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
固
と

里
甲
の
里
と
の
閥
係
の
よ
う
な
場
合
が
、
明
以
前
に
存
在
ナ
れ
ば
、

明
と
同
様
に
聞
を
以
て
行
政
直
劃
と
な
す
よ
う
な
ζ

と
に
な
ら
な
い

と
も
限
ら
な
い
。
寅
際
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
宋
代
に
あ
っ
た
の
で
あ

る。
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圃
が
行
政
医
劃
の
都
の
上
に
位
し
て
、
地
名
を
示
し
た
例
が
南
宋

の
中
頃
の
人
で
あ
る
朱
菓
の
朱
子
文
集
巻
九
十
九
夏
税
牌
由
に
見
え

て
い
る
。
そ
れ
は
、

契
勘
ナ
る
に
、
人
戸
の
遁
年
、
4

怠
納
す
る
夏
税
・
和
買
本
色
・
折
吊

銭
は
、
多
く
ζ

れ
臆
に
合
納
ナ
ベ
き
の
数
日
を
濃
照
ナ
る
な
し
。

と
れ
に
て
迭
納
の
或
は
多
く
或
は
少
な
き
を
致
ナ
。
及
び
人
戸
が

約
束
の
前
に
在
っ
て
己
に
納
め
し
数
あ
る
も
、
嘗
来
亦
た
照
漏
出
ナ

る
な
し
。
粂
ね
て
下
戸
の
端
疋
の
数
を
な
さ
ざ
る
は
、
己
に
降
ナ

の
指
揮
に
依
っ
て
、
尺
ど
と
に
銭
一
吉
文
足
を
納
め
し
む
。
己
に



星
子
一・
都
自
国
・
建
昌
勝
に
行
下
し
、
戸
ど
と
に
牌
由
を
置
立
せ
し

め
、
某
圃
某
都
の
人
戸
が
ま
さ
に
納
る
べ
き
夏
税
・
折
吊
・
和
買

紬
絹
若
干
を
分
明
し
開
設
し
て
、
人
戸
に
給
付
ナ
。
云
云
。

と
の
文
中
に
「
某
圃
某
都
の
入
戸
」
と
構
し
て
い

る
。
乙
れ
は
都
の
上
に
固
と
稿
ナ
る
行
政
匿
劃
の
あ
る
と
と
を
示
し

と
あ
る
も
の
で
、

て
い
る
K
他
な
ら
な
い
。
然
ら
ば
こ
の
聞
と
は
何
ん
で
あ
ろ
う
か

0

・

こ
れ
は
土
地
蓋
帳
の
一
種
、
魚
鱗
圃
冊
に
-
記
載
さ
れ
て
い
る
圃
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。

魚
鱗
圃
冊
に
つ
い
て
は
、
清
水
泰
次
博
士
や
仁
井
田
陸
博
士
を
始

ゆ
と
し
て
多
く
の
人
が
既
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
南
宋
で
は
、
後
に

掲
げ
る
史
料
で
明
ら
か
な
如
く
、
魚
鱗
圃
冊
の
ζ

と
を
魚
鱗
簿
と
か

魚
鱗
固
と
稽
し
て
居
る
か
ら
、
土
地
の
圃
と
土
地
の
記
録
と
か
ら
出

来
て
居
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
南
宋
以
後
の
も
の
は
爾
者
よ
り
成
っ

て
居
担
、
帳
冊
の
初
ゅ
に
魚
鱗
圃
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
土
地
に

開
ナ
る
各
種
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
南
宋
の
も
恐
ら
く
と
の

よ
う
な
も
の
で
あ
フ
た
の
で
あ
ろ
う
。
然
ら
ば
そ
の
記
載
方
法
は
明

の
里
甲
冊
と
全
く
同
一
で
あ
る
。

こ
の
魚
鱗
圃
冊
が
南
宋
で
は
、
保
正
・
保
長
を
差
出
ナ
る
保
甲
法
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の
都
・
一保
と
密
接
な
聞
係
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ζ

の
ζ

と
は

生朱
文 裏
集と
巻 略
- ~ 

干厚
轄代

書量
あ」米
山の
法 山

筆史
に人
見で
;tぁ
L る
¥r-> R甫

母体
良
の
止
策
先

ζ

の
都
子

は
、
戸
長
や
曹
長
一
な
ど
の
差
役
法
に
よ
る
役
員
は
、
王
安
石
の
募
役

法
に
よ
づ
て
民
衆
か
ら
兎
役
銭
を
徴
し
て
必
要
な
人
員
を
雇
う
ζ

と

に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
最
早
や
民
衆
K
は
課
さ
な
い
警
に
も
拘
ら
や
ノ
、

新
た
に
そ
れ
等
の
職
役
を
保
甲
の
保
正
や
保
長
に
義
務
的
K
代
行
せ

し
め
る
に
至
っ
た
不
都
合
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
舗
子
で
彼

は
も。役言
の 。 法 う
VTO〆-、、
勺役目H

魚。法主
鱗。」5

簿。な
こ。る
れ。も
な。の
t 0 は

五五
等等
簿縛
なこ
るれ
もな
のり
は。

保。
甲。
法。
な。
る。
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以
て
師
怖
を

遁
じ
て
と
れ
を
計
っ
て
第
一
よ
り
(
第
五
に
)
至
り
、

そ
の
戸
の
強

弱
を
以
て
、
各
E
白
か
ら
簿
を
つ
く
る
。
魚
鱗
簿
な
る
も
の
は
、

つ
ら

以
て
屋
を
比
ね
て
と
れ
を
計
っ
て
第
一
都
よ
り
第
幾
都
に
至
り
、

そ
の
戸
の
強
一
弱
を
以
て
せ
ナ
し

τ、
併
せ
て
一
簿
を
フ
く
る
。
各

各
自
か
ら
簿
を
つ
く
れ
ば
(
闘
い
り
鷲
…
)
、
即
ち
第
一
等
の
中
、
強

弱
あ
り
と
難
も
、

J

要
は
上
戸
た
る
に
失
せ
歩
。
第
二
等
の
中
、
強

弱
あ
り
と
睡
も
、
要
は
中
戸
た
る
に
失
せ
歩
。
そ
の
力
略
E
相
等

し
さ
を
以
て
、
放
に
そ
の
役
は
均
し
。
併
せ
マ
一
簿
を
つ
く
れ
ば

(
炉
一
容
)
、
即
ち
或
は
一
都
の
中
、
適
E
多
く
強
戸
あ
れ
ば
、
則
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や
す

ち
役
を
倣
む
の
日
は
長
く
、
或
は
一
都
の
中
、
遊
E
多
く
弱
戸
あ

れ
ば
、
則
ち
役
を
歌
む
の
日
は
短
く
、
或
は
一
都
の
中
、
適
E
皆

弱
戸
な
れ
ば
、
則
ち
そ
の
中
に
於
い
て
一
二
を
推
排
し
て
以
て
強

戸
と
な
さ
ざ
る
を
得
タ
。
則
ち
復
た
役
を
歓
む
の
日
は
な
し
。
そ

の
力
が
相
殊
紹
せ
る
を
以
て
、
放
に
そ
の
役
は
均
し
か
ら
歩
。

ζ

れ
甚
だ
較
然
た
り
。

と
。
資
産
に
よ
っ
て
戸
の
等
級
を
定
め
て
あ
る
五
等
簿
は
差
役
法
と

閥
聯
あ
る
も
の
で
あ
り
、
魚
鱗
簿
は
保
甲
法
に
閥
聯
が
あ
る
も
の
と

し
て
い
る
。

魚
鱗
聞
冊
は
土
地
蓋
帳
で
は
あ
る
が
、

そ
の
主
な
使
命
は
税
役
賦

課
の
公
正
を
期
ナ
る
た
め
に
、
そ
の
賦
課
の
基
礎
と
な
る
べ
き
土
地

の
所
有
権
の
所
在
学
)
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
土
地
の
所
在
を

明
記
し
、
そ
の
所
有
者
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
も
こ
の
圃

冊
は
保
甲
法
か
ら
生
れ
出
た
行
政
区
劃
の
都
や
保
を
基
盤
に
し
て
作
・

ら
れ
た
こ
と
は
、
上
記
の
止
清
文
集
の
笥
子
中
に
「
魚
鱗
簿
な
る
も

の
は
、
以
て
屋
を
比
ね
て
こ
れ
を
計
っ
て
第
一
都
よ
り
第
幾
都
に
至

り
」
と
あ
る
と
と
や
、
仁
井
田
陸
博
士
の
東
方
皐
報
東
京
第
六
冊
所
載

「
支
那
の
土
地
華
帳
魚
鱗
闘
冊
の
史
的
研
究
」
に
引
用
せ
る
江
蘇
金

理
宗
の
端
卒
二
年
(
一
一
一
巳
)
に

石
志
所
収
の
常
熟
鯨
鰹
界
記
に
は
、

こ
の
地
で
作
ら
れ
た
魚
鱗
圃
は
勝
を
五
十
都
に
分
け
、

一
都
を
更
に

十
保
に
分
け
て
土
地
を
丈
量
し
て
作
フ
た
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
し

て
判
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
常
熟
勝
経
界
記
の
原
文
は
、

勝
五
十
都
、
都
十
保
、
其
履
v

畝
而
書
也
、
保
次
-
一
其
銃
一
信
用
=
票
田
簿

続
一
、
摸
=
其
形
一
震
己
魚
鱗
圃
一
、

と
な
っ
て
い
る
。
文
棲
鎗
の
攻
塊
集
巻
一
百
四
、
知
梅
州
張
租
順
墓

誌
銘
に
は
、
孝
宗
の
淳
照
年
聞
に
湖
東
の
龍
源
鯨
の
知
事
に
な
っ
た

張
租
順
が
そ
の
管
内

K
於
い
て
、

保
伍
の
法
を
設
け
て
、
絵
い
て
魚
鱗
固
と
な
す
。
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と
言
う
こ
と
を
行
っ
た
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
南
宋
の
魚
鱗
圃
冊
は
保
甲
法
を
基
に
し
て
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
止
粛
文
集
の
上
記
の
笥
子
に
「
保
甲
法
な
る
も

の
は
、
魚
鱗
簿
こ
れ
な
り
」
と
言
え
る
は
、
大
い
に
理
由
の
あ
る
と

と
で
あ
る
。
即
ち
南
宋
の
魚
鱗
圃
冊
で
用
い
ら
れ
た
行
政
医
劃
名
は

専
ら
保
甲
法
か
ら
生
ま
れ
出
た
都
と
保
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
役
員
で
あ
る
保
正
と
保
長
と
は
、
最
早
や
本
来
の
保
甲
法

の
職
役
は
勤
め
・
な
い
で
、
差
役
法
の
役
員
で
あ
る
者
長
と
戸
長
と
の

職
役
に
就
く
か
ら
、
賓
質
的
に
は
差
役
法
に
興
っ
て
居
っ
た
の
で
あ

故
に
朱
某
の
朱
子
文
集
巻
二
十
一
一
諭
=
差
役
利
害
-
放
に
も
「
そ

る



れ
差
役
は
都
を
以
て
し
、
郷
を
以
て
せ
や
ノ
」
と
言
え
る
の
は
、
本
来

の
差
役
は
郷
が
車
位
で
あ
っ
た
が
、
保
甲
が
差
役
を
代
行
ナ
る
よ
う

に
な
り
、
市
も
保
甲
は
都
を
翠
位
に
す
る
か
ら
、

こ
の
よ
う
に
差
役

は
都
を
以
て
車
位
と
ナ
る
と
言
う
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

都
や
保
の
名
稿
は
数
詞
に
よ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
(
湖
一
山
畑
何

一
一
ぁ
)
、
都
の
数
調
の
場
合
に
こ
れ
を
一
豚
を
通
じ
て
第
一
都
か
ら

始
っ
て
第
四
十
都
、
第
五
十
都
に
至
る
も
の
と
、
懸
の
下
の
郷
を
阜

位
陀
し
て
、

そ
の
各
郷
ど
と
に
濁
立
し
て
第
一
都
か
ら
順
次
に
設
け

る
も
の
と
の
二
様
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
南
宋
の
諸
地
志
や
金
石
文
な

ど
を
見
れ
ば

明
ら

甫か
宋で
郷あ
都!J

暴露
制文
と 化
土研
地究
所所

有望
第
八
冊
所
載
周

藤
吉
之
氏
論
文

に
も
、

こ
の

二
様
の
も
の
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
郷
ど
と
に
都
制
を
施
く
場
合
に

は
、
そ
の
豚
内
に
は
第
一
都
と
稽
ナ
る
も
の
は
郷
の
数
だ
け
あ
る
語

で
あ
る
。
従
っ
て
と
れ
を
区
別
す
る
に
は
「
何
の
第
一
都
」
と
稿
ナ

る
よ
う
に
、
頭
に
匿
別
ナ
る
何
か
を
冠
ナ
る
必
要
が
起
っ
て
来
る
。

轟
に
掲
げ
た
朱
子
文
集
令
九
九
夏
税
牌
由
は
「
某
圃
某
都
の
人
戸
」

と
し
て
、
某
圃
を
冠
し
て
区
別
し
て
い
る
。

ζ

の
某
固
と
は
魚
鱗
圃
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冊
の
固
に
他
な
ら
な
凶
の
で
あ
っ
て
、
魚
鱗
圃
冊
は
保
甲
法
の
都
・

保
の
上
に
作
ら
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
所
で
あ
る
。
か
く
某
圃
某

都
と
言
え
ば
、
圃
は
都
と
共
に
自
然
と
地
域
を
示
ナ
ζ

と
と
な
り
、

一
個
の
魚
鱗
圃
冊
が
包
含
す
る
範
圏
内
の
地
域
を
指
ナ
と
と
と
な
る
。

ζ

れ
は
丁
度
明
の
里
甲
冊
で
は
一
塁
が
一
圃
で
あ
っ
た
の
と
同
様
で

あ
る
。南

宋
の
魚
鱗
聞
冊
の
普
通
の
も
の
は
、

一
郷
を
単
位
に
し
て
造
ら

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
南
宋
時
代
の
地
方
の
行
政
医
劃
の
分
類
に
は
依

然
と
し
て
郷
が
大
き
な
姿
で
存
在
し
、

と
の
郷
の
下
に
旦
・
村
・
都

・
保
な
ど
が
若
干
宛
隷
属
し
て
い
た
こ
と
は
、
南
宋
の
諸
地
志
や
金

石
文
な
と
に
多
く
そ
の
例
が
現
わ
れ
マ
い
る
。
周
藤
吉
之
氏
の
東
洋

文
化
研
究
所
紀
要
第
八
冊
に
載
せ
た
前
記
論
文
中
に
も
そ
れ
等
の
例

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
少
し
く
そ
れ
等
を
載
せ
る
な
ら
ば
、
嘉
泰
呉

-103-

輿
士t
，'''、
巻

郷
里

管管の
里皇烏
七十程
、四鯨

、の
都都都巳}場
副溺司合
三てそは

永
新
郷

三
碑
郷

澄
静
郷

管
旦
六
、

都
副
三
、

(
下
略
)

と
あ
る
の
や
、
江
蘇
金
石
記
巻
十
四
、
開
蕗
二
年
十
月
の
呉
皐
績
置

田
記
に
あ
る
呉
臓
で
は
、

呉
苑
郷
第
十
都
韓
撞
村
・
狩
壇
村
、
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と
見
え
、
同
書
巻
二
十
の
紹
定
二
年
以
後
の
こ
と
を
集
め
た
呉
拳
糧

田
績
記
の
呉
牒
の
場
合
に
は
、

太
卒
郷
第
六
都
・
第
七
都
、

呉
苑
郷
第
九
都
・
第
十
都
、

至
徳
郷
第
十
一
都
、

(
下
略
)

と
見
え
て
い
る
。
又
宋
曾
要
稿
食
貨
第
六
十
六
役
法
の
光
宗
紹
照
二

年
(
と
)
八
月
十
七
日
の
僚
に
は
、

太
常
少
卿
張
叔
棒
言
う
、
(
上
略
)
そ
れ
郷
あ
れ
ば
則
ち
都
あ
り
、

都
あ
れ
ば
則
ち
保
あ
り
の

と
き
同
い
、

朱
子
文
集
の
別
集
巻
十
申
=
倉
部
及
運
司
-
検
昌
放
三
鯨
苗
米

数
一
の
牌
面
印
紙
式
に
は
「
某
牒
某
郷
第
都
人
戸
」
と
の
如
き
公
の
文

書
に
於
け
る
郷
・
都
の
聞
係
の
例
を
示
し
て
い
る
。
都
・
保
の
上
に

そ
の
若
干
を
ま
と
め
て
線
べ
る
行
政
匪
劃
は
普
遁
は
郷
で

位
し
て
、

あ
っ
た
。
然
ら
ば
魚
鱗
園
冊
の
場
合
に
も
、

い
く
つ
か
の
都
を
ま
と

診
て
造
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
は
郷
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
た
筈

で
あ
り
、
朱
子
文
集
に
あ
る
上
掲
の
「
某
圃
某
都
」
の
圃
と
は
、

の
郷
を
単
位

K
魚
鱗
圃
冊
が
造
ら
れ
、
郷
は
と
れ
に
よ
フ
て
圃
と
も

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
事
責
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

南
宋
で
魚
鱗
圃
冊
が
行
わ
れ
た
結
果
、
聞
は
郷
を
意
味
し
て
行
政

直
劃
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
贋
く
普
及
し
て
い
た
も
の
か
、
文
こ
れ
は
そ
の
後
の
元
に
ま
で
及

ん
だ
も
の
か
、
私
は
朱
子
文
集
の
一
例
し
か
知
ら
な
い
か
ら
、

こ
れ

に
つ
い
て
は
何
と
も
言
え
歩
、
将
来
の
研
究
に
倹
つ
こ
と
と
し
、
今

は
た
だ
明
朝
以
前
で
も
闘
を
以
て
行
政
匿
劃
名
と
す
る
よ
う
な
場
合

ζ 

が
あ
っ
た
事
賓
を
俸
え
て
置
く
次
第
で
あ
る
。

話ωこ
の
都
副
五
、
都
濁
一
と
は
保
甲
法
の
役
員
で
あ
る
都
保
正
、
副
保
正
に

閥
係
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
賞
際
は
無
関
係
の
も
の
で
あ
っ
て
、
都

。

。

副
五
の
副
は
都
溺
一
の
濁
に
糾
問
す
る
も
の
で
あ
る
。
濁
は
聞
串
濁
な
る
に
劇
到

し
、
副
は
復
数
を
一
ホ
ナ
も
の
で
あ
り
、

ζ

の
場
合
の
副
は
「
わ
か
っ
」
と

か
「
わ
る
」
と
一吉う
意
味
で
あ
る
。
従
フ
て
都
副
五
と
は
都
が
分
か
れ
て

五
と
な
り
、
第
一
都
か
ら
第
五
都
に
至
っ
て
居
る
と
言
う
ζ

と
で
あ
る
。

又
都
猫
一
と
は
獄
立
都
が
一
つ
あ
る
と
一
吉
う
乙
と
で
あ
る
。

ζ

の
事
賓
は

賓
駆
回
明
志
巻
十
二
の
初
診
に
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
郵
豚
の
境
圃
を
見
れ
ば

明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
れ
に
よ
る
と
郵
懸
治
の
あ
る
慶
元
府
下
の

各
郷
は
、
都
と
同
性
質
の
甲
に
分
か
れ
、
一
郷
下
に
は
敷
個
の
甲
が
あ
り
、

東
の
老
界
郷
一
甲
即
ち
高
齢
老
界
郷
一
一
中
か
ら
始
っ
て
、
酉
の
通
達
郷
六

十
九
甲
に
至
っ
て
居
る
。
ζ

れ
と
は
別
K
老
界
郷
銀
甲
や
手
界
郷
鎮
甲
・
な

と
の
濁
立
し
た
甲
が
見
え
て
居
る
。
都
副
と
都
濁
と
は
全
く
郵
蘇
下
に
於

け
る
甲
の
分
け
方
と
同
様
な
こ
と
を
述
べ
て
居
る
の
で
あ
る
。

昭
和
三
十
二
年
七
月
二
十
九
日
稿
了
。
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origin of modern capitalism in China have recently been taken up anew， 

the author intends to present certain premises indispensable to the under-

standing of the problem. 

The Origin of T'u (圃)as Adrninistrative Unit in China 

Shizuo Sog，αbe 

In the literature of .Ming and after， we often meet with the word t'u 

in the sense of administrative unit. It has hitherto been said that t'u has 

its origin in the li-chia (塁甲)system， which was set up by the Ming， 

when one hundred and ten households were designated as until of local 

administration， and put in the map. Hence， the unit itself came to be 

called t'u. But this system seems to have already been in existance in the 

Southern Sung period; we find the expression，“a certain t'u， a certain tu 

(都)，"in Vol. 99 of the Collected Works of Chu-tzu (朱子). This shows 

that in the administrative system of his period t'u meant hsiang (郷)，

which was on a higher level than the administrative unit， tu. In the 

Southern Sung period the cadastre called yu-lin-t'u-ts'e (魚鱗圃冊) was in 

use with hsiang as unit. Since a map was appended to it， hsiang came 

to be called by the name of t'u. 

-3ー


